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告 示■

◎群馬県告示第２２６号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予

定である旨の通知があった。

平成２３年７月５日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 保安林予定森林の所在場所 吾妻郡東吾妻町大字本宿字丸塚２３８５、字権田道２４０２、字甘酒原３２９７

の３（次の図に示す部分に限る。）、字上丸塚３３００の１・３３００の１２８（以上２筆について次の図に示

す部分に限る。）

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び東吾妻町

役場に備え置いて縦覧に供する。

◎群馬県告示第２２７号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第１３条第１項の規定により、次のとおり家畜伝染病の発生に

ついて届出があった。

平成２３年７月５日

群馬県知事 大 澤 正 明

病名 畜種
患畜又は疑似

発生頭数 発生年月日 発生場所 処置
患畜の区分

ヨーネ病 牛 患畜 １頭 平成２３年６月１３日 前橋市 法令殺

ヨーネ病 牛 患畜 １頭 平成２３年６月１７日 太田市 法令殺

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。
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なお、同項の規定により、申請のあった日から２月間、申請に係る変更後の定款を群馬県生活文化部ＮＰＯ・ボ

ランティア推進課において縦覧に供する。

平成２３年７月５日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成２３年６月１０日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人わたらせライフサービス

３ 代表者の氏名 宮地由高

４ 主たる事務所の所在地 桐生市広沢町一丁目２６１９番地７

５ 定款に記載された目的 この法人は、地域及び社会に寄与することを目的とする。

桐生都市計画道路について、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定により変更するに

当たり、当該都市計画の県原案を次のとおり定めた。

平成２３年７月５日

群馬県知事 大 澤 正 明

都市計画道路３・４・６号本町線ほか１路線を次のように変更する。

名 称 位 置 区域 構 造
種 備
別 主 な 構 造 車 線 地表式の区間における 考

番号 路線名 起 点 終 点 延 長 幅員
経過地 形 式 の 数 鉄道等との交差の構造

幹 3･4･6 本町線 桐生市広 桐 生 市 桐 生 市 約 地表式 ２車線 18m 幹線街路と平面交差１
線 沢町二丁 本 町 三 桜 木 町 2,980m ４箇所
街 目 丁 目 錦 町
路

3･4･7 中通り線 桐生市新 桐 生 市 桐 生 市 約 地表式 ２車線 16m 幹線街路と平面交差７
宿一丁目 天 神 町 浜 松 町 3,710m 箇所

三 丁 目 東 久 方
町

群馬県都市計画公聴会規則（昭和４５年群馬県規則第８５号）第２条第１項の規定により、桐生都市計画道路に

係る公聴会を次のとおり開催する。

平成２３年７月５日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 開催期日及び場所 平成２３年７月２８日（木）午後２時から 桐生市役所６階６０３会議室（天神町一丁目、

本町一・二丁目伝統的建造物群保存地区及び都市計画道路稲荷橋線の公聴会も同時に開催）

２ 作成しようとする都市計画の案 桐生都市計画道路の変更に係る都市計画の案（都市計画原案は、群馬県県土

整備部都市計画課、群馬県東部県民局桐生土木事務所、桐生市都市整備部都市計画課及び桐生市伝建まちなか交

流館において、平成２３年７月５日（火）から同月１９日（火）まで閲覧に供する（ただし、桐生市伝建まちな
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か交流館は月曜日を除き、その他は土曜日、日曜日及び祝日を除く。）。）

３ 公述の申出 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、住所、氏名、年齢、職業、電話番号並びに都市計

画案についての利害関係及び意見の要旨を記載した書面（別記様式）により、平成２３年７月１９日（火）まで

に下記又は各閲覧会場に到着するよう提出すること。

〒３７１－８５７０ 前橋市大手町一丁目１番１号 群馬県県土整備部都市計画課

４ 公述人の選定 公述人は、前記によってあらかじめ申し出た者のうちから知事が選定し、その旨を通知する。

なお、公述時間は、１０分以内とする。

５ その他 公述の申出がなく、公聴会を開催しない場合は、公聴会開催予定日の１週間前に群馬県県土整備部都

市計画課、桐生市都市整備部都市計画課、桐生市総合政策部伝建推進室及び公聴会開催予定の場所に掲示する。

６ 公聴会の問い合わせ先 群馬県県土整備部都市計画課 電話０２７－２２６－３６５６

別記様式

桐生都市計画道路（３・４・６号本町線ほか１路線）の変更に関する公述申出書
年 月 日

群馬県知事 大澤 正明 あて

平成２３年７月５日付け群馬県報に登載された桐生都市計画道路（３・４・６号本町線ほか１路線）の変
更に係る都市計画の県原案に対して、次のとおり意見を述べたいので申し出ます。

１ 公述申出人 住所 電話番号
氏名 印 年齢 職業

２ 都市計画案に係る利害関係（関係市町村の住民等は、記載不要）
３ 意見の要旨（別紙のとおり）

「意見の要旨」作成上の注意

Ａ４判４００字詰め原稿用紙１枚程度とし、横書きとすること。

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

平成２３年７月５日

群馬県知事 大 澤 正 明

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 邑楽郡千代田町大字上五箇字山王５６９－１ 館林市栄町９番１７号 桜井ハイツＢ－１０２
坂上勉、坂上佳寿子

２ 邑楽郡明和町新里６３２－１ 邑楽郡明和町新里６１１番地１
鈴木康之

３ 邑楽郡板倉町大字海老瀬字北７３６５－１、７３６ 邑楽郡千代田町大字赤岩１０９５番地の１－１
５－４ パルフェドルミナス１０５号室

田名網和義
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教
育
委
員
会
規
則

■群
馬
県
立
学
校
の
課
程
、
学
科
、
生
徒
定
員
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
五
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
委
員
長

牟

田

洋

一

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

群
馬
県
立
学
校
の
課
程
、
学
科
、
生
徒
定
員
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
立
学
校
の
課
程
、
学
科
、
生
徒
定
員
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
群
馬
県
教
育
委

員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
前
橋
南
高
等
学
校
の
項
中

「

一
二
〇

一
四
〇

一
二
〇

三
八
〇

を

一
二
〇

一
四
〇

一
二
〇

三
八
〇

」

「

一
二
〇

一
二
〇

一
四
〇

三
八
〇

に
改
め
、
同
表
前
橋
東
高
等
学
校
の
項
中

一
二
〇

一
二
〇

一
四
〇

三
八
〇

」

「

(

二
四
〇)

(

二
四
〇)

(

二
四
〇)

七
二
〇

を
」

「

(

二
八
〇)

(

二
四
〇)

(

二
四
〇)

七
六
〇

に
改
め
、
同
表
前
橋
西
高
等
学
校
の
項
中

」

「

八
〇

一
〇
〇

八
〇

二
六
〇

を

八
〇

一
〇
〇

八
〇

二
六
〇

」

「

一
〇
〇

八
〇

一
〇
〇

二
八
〇

に
改
め
、
同
表
高
崎
東
高
等
学
校
の
項
中

一
〇
〇

八
〇

一
〇
〇

二
八
〇

」

「

二
〇
〇

二
四
〇

二
〇
〇

六
四
〇

を
」

「

二
〇
〇

二
〇
〇

二
四
〇

六
四
〇

に
改
め
、
同
表
高
崎
北
高
等
学
校
の
項
中

」

「

(

二
四
〇)

(

二
八
〇)

(

二
四
〇)

七
六
〇

を
」

「

(

二
四
〇)

(

二
四
〇)

(

二
八
〇)

七
六
〇

に
改
め
、
同
表
桐
生
南
高
等
学
校
の
項
中

」

「

一
六
〇

二
〇
〇

一
六
〇

五
二
〇

を
」

「

一
六
〇

一
六
〇

二
〇
〇

五
二
〇

に
改
め
、
同
表
桐
生
西
高
等
学
校
の
項
中

」

「

一
六
〇

二
〇
〇

一
六
〇

五
二
〇

を
」

「

一
六
〇

一
六
〇

二
〇
〇

五
二
〇

に
改
め
、
同
表
伊
勢
崎
清
明
高
等
学
校
の
項
中

」

「

(

二
四
〇)

(

二
八
〇)

(

二
四
〇)

七
六
〇

を
」

「

(

二
四
〇)

(

二
四
〇)

(

二
八
〇)

七
六
〇

に
改
め
、
同
表
伊
勢
崎
興
陽
高
等
学
校
の
項
中

」

「

(

一
六
〇)

(

二
〇
〇)

(

一
六
〇)

五
二
〇

を
」

「

(

二
〇
〇)

(

一
六
〇)

(

二
〇
〇)

五
六
〇

に
改
め
、
同
表
伊
勢
崎
商
業
高
等
学
校
の
項
中

」

「

一
六
〇

一
六
〇

一
六
〇

四
八
〇

を
」

「

二
○
〇

一
六
〇

一
六
〇

五
二
〇

に
改
め
、
同
表
太
田
東
高
等
学
校
の
項
中

」

「
(

二
四
〇)

(

二
八
〇)

(

二
四
〇)

七
六
〇

を
」

「

(
二
八
〇)

(

二
四
〇)

(

二
八
〇)

八
〇
〇

に
改
め
、
同
表
太
田
女
子
高
等
学
校
の
項
中

」

「

二
四
〇

二
八
〇

二
四
〇

七
六
〇

を
」
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「

二
八
〇

二
四
〇

二
八
〇

八
〇
〇

に
改
め
、
同
表
藤
岡
北
高
等
学
校
の
項
中

」

「

生
物
生

四
〇

六
〇

四
〇

一
四
〇

を

産
科

」

「

生
物
生

四
〇

四
〇

六
〇

一
四
〇

に
、

産
科

」

「

ヒ
ュ
ー

四
〇

六
〇

四
〇

一
四
〇

マ
ン
・

を

サ
ー
ビ

ス
科

」

「

ヒ
ュ
ー

四
〇

四
〇

六
〇

一
四
〇

マ
ン
・

に
改
め
、
同
表
大
間
々
高
等
学
校
の

サ
ー
ビ

ス
科

」

「

項
中

(

一
二
〇)

(

一
六
〇)

(

一
二
〇)

四
〇
〇

を
」

「

(

一
二
〇)

(

一
二
〇)

(

一
六
〇)

四
〇
〇

に
改
め
、
同
表
玉
村
高
等
学
校
の
項
中

」

「

八
〇

八
〇

八
〇

二
四
〇

を
」

「

一
二
〇

八
〇

八
〇

二
八
〇

に
改
め
、
同
表
西
邑
楽
高
等
学
校
の
項
中

」

「

六
〇

六
〇

六
〇

一
八
〇

を

六
〇

六
〇

六
〇

一
八
〇

」

「

八
〇

六
〇

六
〇

二
〇
〇

に
改
め
、
同
表
大
泉
高
等
学
校
の
項
中

八
〇

六
〇

六
〇

二
〇
〇

」

「

四
〇

八
〇

四
〇

一
六
〇

を
」

「

四
〇

四
〇

八
〇

一
六
〇

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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